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○学校教育法 

（昭和二十二年三月三十一日） 

（法律第二十六号） 

第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学

校の経費を負担する。 

第六条 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、

義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育につ

いては、これを徴収することができない。 

第七条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。 

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、

当該失効の日から三年を経過しない者 

三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を

経過しない者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

第十条 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専

門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 

第八十一条 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各

号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生

徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するため

の教育を行うものとする。 

第百三十七条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施

設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。 


